
東京大学総合図書館利用規則 

 

制定 昭和 63. 3. 2 

  改正  平成 4. 9. 1 

   平成 8. 4.23 

平成 13. 9.21 

平成 18. 2.23 

平成 20. 3.31 

平成 23. 3.31 

平成 24.10.31 

平成 27. 9. 8 

令和 2. 2.17 

令和 6. 1.24 

総合図書館運営委員会決定 

 

（目的） 

第 1条 この規則は、東京大学総合図書館規則（平成１６年４月１日東大規則第１４３号）

第８条の規定に基づき、東京大学総合図書館（以下、「総合図書館」という。）の利用につ

いて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（開館日） 

第２条 総合図書館は、次の閉館日を除き、原則として毎日開館する。 

(1) 毎月１回の定例閉館日 

(2) １２月２８ 日から翌年１月４日まで 

(3) 入学試験の実施に伴う閉館日 

(4) その他、総合図書館長（以下、「館長」という。）が認めた日 

２ 館長は、各年度における開館日をあらかじめ定めるものとする。 

３ 館長は、特に必要があると認める場合には、前各項の規定に関わらず、臨時に開館又は

閉館することができる。 

（開館時間） 

第３条 総合図書館の開館時間は、次のとおりとする。 

期間 １月５日から２月末日まで 

４月１日から７月３１日ま

で及び９月１日から１２月

２７日まで 

３月１日から３月３１日まで

及び８月１日から８月３１日

まで 

平日 午前９時００分から午後１

０時３０分まで 

午前９時００分から午後９時

００分まで 



 

土曜日 

日曜日 

祝日 

振替休日 

午前９時００分から午後７

時００分まで 

午前９時００分から午後５時

００分まで 

２ 館長は、必要があると認める場合には、開館時間を変更することができる。 

（利用者） 

第４条 総合図書館の利用者は、次に掲げるものとする。 

(1) 東京大学（以下、「本学」という。）の役員及び教職員 

(2) 本学の学生、研究生及び聴講生 

(3) 本学の教員であつた者 

(4) 前号の規定にかかわらず、総合図書館の図書その他の資料（以下「図書館資料」とい

う。）の利用を目的とする学外者。 

(5) その他館長が認めた者 

２ 館長は、前項４号及び５号の利用者に対し、試験のため閲覧室が混雑している等、当該

利用が本学の研究及び教育に支障をきたすおそれがある場合には、利用を制限すること

ができる。 

第５条 利用者は、所定の手続きを経て、利用証又は入館証の交付を受けるものとし、次の

各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 入館に要する利用証、又は入館証は、他人に貸与し、譲渡し、又は複製してはならな

い。 

(2) 利用者は、利用証、又は入館証を常に携帯し、総合図書館職員から提示を求められた

ときは、これに応じなければならない。 

２ 前項の利用証、入館証の交付手続きについては、別に定める。 

３ 総合図書館の利用に際しては、総合図書館職員の指示に従い、館内の安全と秩序の維持

に協力しなければならない。 

（館内閲覧） 

第６条 利用者は、図書館資料を館内で閲覧することができる。ただし、図書館資料のうち、

貴重図書及び準貴重図書（以下、「貴重図書等」という。）、並びにその他特に指定した図

書館資料については、所定の場所で閲覧しなければならない。 

（保存書庫及び自動書庫） 

第７条 利用者は、出納依頼により保存書庫及び自動書庫の資料を利用することができる。 

２ 利用者のうち別に定める者は、職員に代わって保存書庫に入庫し、資料を出納すること

ができる。 

（貴重図書等） 

第８条 貴重図書等の利用については、別に定める。 



（館外貸出） 

第９条 館長は、別に定める利用者に、図書館資料の館外への貸出を許可することができる。 

２ 次の各号に定める資料は、館外貸出を行わない。 

(1) 貴重図書等 

(2) 参考図書 

(3) マイクロ資料 

(4) その他館長が特に指定した図書館資料 

第１０条 館長は、特に必要と認めたときは、利用者に対して貸出中の図書館資料の返却を

求めることができる。 

（転貸禁止） 

第１１条 利用者は、第９条の規程により館長が館外貸出を許可した図書館資料を他の人

に転貸してはならない。 

（複写・撮影） 

第１２条 利用者は、資料の複写を、総合図書館に依頼することができる。図書館資料の複

写又は撮影の手続き等については、別に定める。 

（参考調査） 

第１３条 第４条第１項第１号及び第２号の利用者は、研究、教育又は学習上の必要がある

ときは、以下の事項についての調査を、総合図書館に依頼することができる。 

(1) 本学図書館・室及びその所蔵資料の利用に関すること 

(2) 資料の所在情報・書誌情報に関すること 

(3) 特定の事項に関する調査のための情報に関すること 

（相互利用） 

第１４条 本学の役員、教職員、学生等のうち、研究、教育、学習上の必要から、本学以外

の図書館等の所蔵する資料の利用について、総合図書館に依頼できる者（以下、本条にお

いて「依頼者」という。）の範囲及び依頼の手続きについては、別に定める。 

２ 前項の利用に要する経費は、依頼者が負担しなければならない。 

第１５条 総合図書館は、本学以外の図書館等から、総合図書館の図書館資料の貸出又は複

写の申込みがあった場合は、本学の利用に支障のない限りこれに応じるものとする。 

（特別利用） 

第１６条 図書館資料の翻刻出版、復刻出版、出陳等の利用、および図書館資料の画像を、

出版物、展示物などに掲載すること、放送、インターネット上で用いること等については、

別に定める。 

（資料の利用の制限） 

第１７条 館長は、次に掲げる図書館資料については、その利用を制限することができる。 

(1) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）第

５条第１号及び第２号に掲げる情報（個人の情報に係る部分等）が記録されていると認め



られる場合における当該情報が記録されている部分 

(2) 図書館資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に、公文書等の管理に

関する法律（平成２１年法律第６６号）第２条第７項第４号に規定する法人その他の団体

又は個人から寄贈され、又は寄託されたものであって、当該期間が経過していないもの 

(3) 図書館資料の原本を利用させることにより当該原本の破損又はその汚損を生じるお

それがあるもの 

２ 前各号の利用制限の方法及び手続きについては、別に定める。 

（個人情報の漏えい防止のための措置） 

第１８条 館長は、総合図書館の図書館資料のうち公文書等の管理に関する法律第２条第

５項第３号に該当するものであって、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法

律第５条第１号及び第２号に掲げる情報が記録されていると認められる図書館資料を所

蔵する場合は、当該図書館資料について、東京大学の個人情報等に関する取扱規則に準じ、

必要な措置を講じる。 

（利用停止） 

第１９条 館長は、この規則に違反し、又は総合図書館職員の指示に従わない者に対して、

総合図書館の利用を停止し、又は退館を命ずることができる。 

２ 館長は、附属図書館で迷惑行為を行った利用者に対し、附属図書館長からの要請に基づ

き、総合図書館利用を停止することができる。 

（賠償責任） 

第２０条 利用者は、利用中の総合図書館の図書館資料又は設備・備品等を故意又は重大な

過失により亡失し、又は損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。 

（雑則） 

第２１条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

    附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 


